
財政安定化基金（特例基金）等の活用について

特例基金
又は県独自基金

納付金の伸びの平準化
＝年度間の財政調整が可能となる

Ｎ年度 Ｎ＋１年度 Ｎ＋２年度 Ｎ＋３年度

基金の積立て

基金の取崩し

納付金（保険料）
が著しく変動

- - - 納付金（保険料）【基金未活用】

---- 納付金（保険料）【基金活用】

○ 国保の財政運営においては、医療費水準の変動や前期高齢者交付金の精算等により、納付金額が短期間で
著しく変動し、市町村が計画的に保険料を設定することが困難なケースも想定される。

○ こうした医療費水準の変動や前期高齢者交付金の精算等に備え、都道府県の国保特別会計において決算剰余金等の留保財源が生
じた場合には、市町村と協議の上、その一部を基金（特例基金又は都道府県が独自に設立する基金）に積み立てることも考えられる。

※ 例えば、保険者努力支援交付金（都道府県分）が前年度よりも増加した場合、その一部を納付金の軽減財源とはせずに、年度内に保
険給付費等交付金として交付することにより、結果として生じた決算剰余金を翌年度以降に基金に積み立てることも考えられる。
※令和２年５月の納付金ガイドラインの見直しの際に、上記の文言を追記した。

○ 当該基金の活用により、年度内の給付増への対応に加え、年度間の財政調整（納付金の伸びの平準化）が可能となり、財政運営の更
なる安定化が期待される。

＜基金活用のイメージ＞
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大分県国民健康保険財政安定化基金について

（１）目的

平成３０年度以降、国民健康保険税の収納不足により国民健康保険事業の財源が不足する市町村に対し、
県が資金の貸付や交付を行うこと等により、国民健康保険の財政の安定化を図るために設置したもの。

（２）設置主体
各都道府県（基金設置時の原資は国１０／１０→２５億２，１７１万円）

（３）交付・貸付事業
市町村向け
・貸付 ： 国民健康保険税の収納不足による財政不足に対して貸付け

→ 原則３年間で貸付けを受けた市町村が償還（無利子）
→ 償還財源は税又は一般会計からの繰入金

・交付 ： 特別な事情が生じた場合、財源不足額のうち保険税不足額
→ 特別な事情：災害や景気変動等
→ 補填は国・県・市町村が各々１／３負担（全ての各市町村が被保険者数に応じて按分して負担）
→ 財源は、県は一般会計からの繰入金、市町村は一般会計からの繰入金又は国保税

都道府県向け
・取崩し ： 医療給付費の増加による財源不足に対して繰入れ（貸付）

→ 償還の財源は翌々年度以降の市町村納付金へ上乗せ

（５）令和元年度末残高
全体 ３１億９５８万５，６７６円（うち特例基金分：１０億１７６万円）

（４）特例基金

この基金のうちの一部は、特例基金として、新制度への移行に伴う保険料の激変緩和措置に必要な費用に
充てることができる（令和６年３月３１日まで）。



運営方針 素案 （決算剰余金の活用 １）
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運営方針 素案 （決算剰余金の活用 ２）
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運営方針 素案 （決算剰余金の活用 ３）


